
東
京
穀
物
商
品
取
引
所
は
５

月
27
日
、
通
常
総
会
後
に
、
１

階
ホ
ー
ル
で
会
員
懇
親
会
を
開

き
、
約
２
３
０
名
が
出
席
、
賑

わ
っ
た
。

森
實
孝
郎
理
事
長
は
、「
コ
メ

上
場
申
請
が
認
可
さ
れ
れ
ば
、

１
、
０
０
０
名
規
模
の
大
パ
ー

テ
ィ
ー
を
開
く
つ
も
り
だ
っ
た

が
、
取
ら
ぬ
狸
の
皮
算
用
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
」と
残
念
が
り
、

農
林
水
産
省
の
岡
島
正
明
・
総

合
食
料
局
長
は「
環
境
が
目
ま

ぐ
る
し
く
変
わ
る
時
代
に
な
っ

て
い
る
。
共
通
の
土
俵
で
活
発

な
議
論
を
続
け
さ
せ
て
も
ら
い

た
い
」と
述
べ
た
。

共
通
の
土
俵
で

活
発
な
議
論
を

を
補
て
ん
す
る
旨
、
ま
た
は
、

利
益
が
生
じ
た
場
合
に
そ
の
利

益
を
追
加
す
る
旨
を
、
そ
の
損

失
ま
た
は
利
益
の
発
生
後
顧
客

等
に
申
し
込
み
、
ま
た
は
約
束

す
る
こ
と
）。
顧
客
も
以
上
の

行
為
を
商
品
取
引
員
等
に
行
わ

せ
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。

④
適
合
性
の
原
則
の
拡
充

（
受
託
業
務
を
営
む
に
あ
た
っ

て
は
、
顧
客
の
知
識
、
経
験
、

財
産
の
状
況
に
加
え
、
受
託
契

約
を
締
結
す
る
目
的
も
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

⑤
説
明
義
務
の
拡
充（
顧
客

の
適
合
性
を
考
慮
し
た
上
で
、

当
該
顧
客
に
理
解
さ
れ
る
た
め

に
必
要
な
方
法
及
び
程
度
で
説

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。

⑥
民
事
効
の
拡
充（
説
明
義

務
違
反
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に

加
え
、
断
定
的
判
断
の
提
供
等

に
よ
り
生
じ
た
損
害
も
賠
償
の

責
め
に
任
ず
る
）。

⑦
準
用
規
定
の
整
備（
損
害

額
の
推
定
規
定
等
所
用
の
準
用

規
定
を
整
備
）

田
中
補
佐
は
、
平
成
16
年
の

商
取
法
改
正
で
大
幅
な
規
制
強

化
を
盛
り
込
ん
で
い
る
の
で
、

大
筋
で
今
回
大
幅
な
改
正
を
伴

先
物
協
会
の
準
会
員
に
日
本

商
品
投
資
顧
問
業
協
会（
東
京

都
渋
谷
区
、
会
長
　
牛
嶋
英
揚

ア
ス
ト
マ
ッ
ク
ス
社
長
）が
５
月

31
日
付
で
な
っ
た
。

同
顧
問
業
協
会（
Ｊ
Ｃ
Ａ
）は
、

１
９
９
４
年
10
月
に
設
立
さ

を
廃
止
し
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
法

（
商
品
投
資
に
係
る
事
業
の
規

制
に
関
す
る
法
律
）の
商
品
投

資
販
売
業
者
規
制
も
廃
止
、
当

該
規
制
を
金
融
商
品
取
引
法
に

移
管
す
る
。

商
品
取
引
所
法
が
金
融
商
品

取
引
法
と
別
法
律
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
田
中
補
佐
は
、
商
品

先
物
取
引
は
価
格
騰
落
の
ヘ
ッ

ジ
、
公
正
な
価
格
指
標
の
形
成

な
ど
産
業
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
の

役
割
が
あ
り
、
こ
れ
が
重
視
さ

れ
た
た
め
だ

―
と
し
て
い
る
。

銀
行
法
、
保
険
業
法
と
同
じ
整

理
に
な
っ
た
。

商
品
フ
ァ
ン
ド
法
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
商
品
フ
ァ
ン
ド
で
は
投
資

金
額
の
半
分
以
上
を
商
品
先
物

取
引
で
運
用
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
改
正
後
は
国
債
を
は
じ
め

幅
広
い
商
品
を
組
み
込
め
る
よ

う
に
な
る
。
ま
た
、
販
売
も
こ
れ

ま
で
の
同
法
で
許
可
を
得
た
商

品
取
引
員
、
銀
行
に
加
え
て
、
証

券
会
社
も
売
れ
る
よ
う
に
な
る
。

商
品
フ
ァ
ン
ド
の
持
分
も
有

価
証
券
に
な
り
、
従
来
、
課
題

と
さ
れ
て
き
た
多
く
の
点
が
解

決
さ
れ
、
各
社
各
様
の
よ
り
魅

力
あ
る
商
品
フ
ァ
ン
ド
が
登
場
、

フ
ァ
ン
ド
を
通
じ
て
商
品
市
場

へ
の
新
た
な
資
金
導
入
の
道
が

広
が
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
。

こ
の
金
融
商
品
取
引
法
に
お

け
る
販
売
・
勧
誘
規
制
の
規
制

金
融
商
品
取
引
法
（
い
わ
ゆ
る
「
投
資
サ
ー
ビ
ス
法
」）
が
６
月
７
日
、
参
議
院

本
会
議
で
賛
成
多
数
で
可
決
、
成
立
し
た
。
２
０
０
７
年
７
月
１
日
に
施
行
さ

れ
る
予
定
。
証
券
取
引
法
を
全
面
的
に
改
正
す
る
と
と
も
に
、
金
融
先
物
取
引

法
を
廃
止
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
法
の
一
部
を
移
管
し
て
構
成
す
る
も
の
で
、
そ
の

横
断
的
な
投
資
家
保
護
規
制
は
商
品
取
引
所
法
に
も
及
ぶ
。
経
済
産
業
省
の
商

務
情
報
政
策
局
商
務
課
の
田
中
伸
彦
課
長
補
佐
（
企
画
調
整
担
当
）に
商
取
法
と

の
関
連
を
中
心
に
解
説
し
て
も
ら
っ
た
。

引
所
法
の
主
な
改
正
内
容
は
以

下
の
７
点
。

①
広
告
等
の
整
備（
商
品
取

引
員
で
あ
る
旨
及
び
受
託
内
容

の
係
る
顧
客
の
判
断
に
影
響
を

及
ぼ
す
重
要
な
も
の
と
し
て
政

令
で
指
定
す
る
も
の
を
表
示
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
益
の

見
込
み
そ
の
他
主
務
省
令
で
定

め
る
事
項
に
つ
い
て
、
著
し
く

は
次
の
よ
う
な
幅
広
い
各
法
律

で
準
用
な
い
し
同
等
の
規
制
を

規
定
す
る
。
商
工
組
合
中
央
金

庫
法
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務

の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
、
農

業
協
同
組
合
法
、
水
産
業
協
同

組
合
法
、
中
小
企
業
等
協
同
組

合
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融

事
業
に
関
す
る
法
律
、
商
品
取

引
所
法
、
信
用
金
庫
法
、
長
期

信
用
銀
行
法
、
労
働
金
庫
法
、

銀
行
法
、
不
動
産
特
定
共
同
事

業
法
、
保
険
業
法
、
農
林
中
央

金
庫
法
、信
託
業
法
の
合
計
15
。

い
か
に
横
断
的
で
幅
広
く
適
用

さ
れ
る
か
が
分
か
る
。

今
回
の
法
律
に
よ
る
商
品
取

全国6商品取引所の5月の月間出来高は前月比5.4％増
で、4月に続き、2カ月連続で前年同月比を上回った。3月
までのマイナス記録続きとは様相が全く違ってきている。
金のトップは不動だが、白金が前年同月の7位から2位

に躍進した。銀も17位から14位に、パラジウムは26位か
ら16位に上がった。
そのほか、ゴム、原油、粗糖などの取引が活発。取引

所別にみると、東工取の前年同月比66.7％増が目立つ。
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全国商品取引所出来高
5月、2カ月連続で前年同月比増

今
回
の
投
資
サ
ー
ビ
ス
法
案

提
出
の
目
的
は
、「
金
融
・
資
本

市
場
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化

に
対
応
し
、
投
資
者
保
護
の
た

め
の
横
断
的
法
制
を
整
備
す
る

こ
と
で
、
利
用
者
保
護
ル
ー
ル

の
徹
底
と
利
用
者
利
便
の
向

上
、『
貯
蓄
か
ら
投
資
』に
向
け

て
の
市
場
機
能
の
確
保
及
び
金

融
・
資
本
市
場
の
国
際
化
へ
の

対
応
を
図
る
た
め
」。

投
資
性
の
あ
る
金
融
商
品
に

つ
い
て
利
用
者
横
断
的
ル
ー
ル

を
定
め
た
も
の
で
、
そ
の
狙
い

は
、
①
多
種
多
様
な
金
融
商
品

が
誕
生
し
て
く
る
の
に
対
応
し

て
、
問
題
が
生
じ
た
ら
、
す
き
間

な
く
措
置
が
と
れ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
②
既
存
の
ル
ー
ル
に
つ
い

て
も
、
投
資
家
か
ら
み
て
、
整
合

性
の
あ
る
横
断
的
な
ル
ー
ル
と

す
る
こ
と
に
あ
り
、
今
回
の
措

置
に
よ
り
内
容
を
充
実
す
る
と

と
も
に
利
用
者
が
み
て
、
分
か

り
や
す
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

改
正
法
で
は
、
株
式
、
証
券
、

投
資
信
託
な
ど
の
有
価
証
券
全

般（
先
物
含
む
）と
、
金
利
、
通

貨
先
物
（
為
替
証
拠
金
取
引

等
）、
商
品
フ
ァ
ン
ド
な
ど
が
包

括
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
金
融

先
物
取
引
法（
昨
年
７
月
１
日

施
行
、
外
国
為
替
証
拠
金
取
引

が
規
制
対
象
に
）と
、
有
価
証

券
に
係
る
投
資
顧
問
業
の
規
制

等
に
関
す
る
法
律
、
抵
当
証
券

業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
、

外
国
証
券
業
者
に
関
す
る
法
律

利
用
者
に
分
か
り
や
す
く

事
実
に
相
違
す
る
表
示
、
ま
た

は
著
し
く
人
を
誤
認
さ
せ
る
よ

う
な
表
示
を
し
て
は
な
ら
な

い
）。②不

当
な
勧
誘
等
の
禁
止
の

拡
充（
利
益
が
生
じ
る
こ
と
が

確
実
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ
る
断

定
的
な
判
断
の
提
供
に
加
え
、

不
確
実
な
事
項
に
つ
い
て
も
断

定
的
判
断
を
提
供
し
て
は
な
ら

な
い
。
顧
客
に

対
し
て
、
虚
偽

の
こ
と
を
告
げ

て
は
な
ら
な

い
）。③損

失
補
て

ん
等
の
禁
止
の

整
備（
（イ）
損
失

が
発
生
す
る
場

合
ま
た
は
予
め

定
め
た
利
益
が

生
じ
な
い
場
合

に
は
そ
の
全
部

ま
た
は
一
部
を

補
て
ん
、
補
足

す
る
旨
を
、
予

め
顧
客
等
に
申

し
込
み
、
ま
た

は
約
束
す
る
こ

と
（ロ）
損
失
が
発

生
し
た
場
合
に

そ
の
損
失
の
全

部
ま
た
は
一
部

う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
解
説

す
る
。損
失
補
て
ん
の
禁
止
は
、

商
取
法
に
は
従
来
な
か
っ
た
項

目
だ
が
、
証
券
取
引
同
様
、
損

失
補
て
ん
が
価
格
形
成
を
ゆ
が

め
、
市
場
仲
介
事
業
者
の
中
立

性
、
信
頼
性
に
著
し
い
影
響
を

与
え
か
ね
な
い
こ
と
や
、
か
つ

て
長
年
に
わ
た
っ
て
、
事
故
を

隠
ぺ
い
す
る
た
め
簿
外
で
大
量

に
損
失
補
て
ん
を
行
っ
て
い
た

商
品
取
引
員
が
あ
っ
た
こ
と
も

今
回
の
措
置
導
入
の
背
景
と
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
な
お
、
取

引
事
故
が
あ
っ
た
場
合
の
和

解
・
示
談
金
の
実
行
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
く
、
透
明
性
の
あ

る
手
続
き
を
踏
む
こ
と
で
、
損

害
賠
償
等
の
支
払
い
は
当
然
可

能
で
あ
り
、
損
失
補
て
ん
の
禁

止
の
た
め
に
和
解
で
き
な
い
と

い
う
話
は
誤
解
。
す
べ
て
正
々

堂
々
と
、
オ
ー
プ
ン
に
、
透
明

性
の
あ
る
手
続
き
に
従
っ
て
行

っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
。

最
後
に
田
中
補
佐
は
、
国
会

の
審
議
に
お
い
て
、
ト
ラ
ブ
ル
等

に
つ
い
て
非
常
に
厳
し
い
指
摘

も
あ
り
、
附
帯
決
議
も
行
わ
れ

た
の
を
踏
ま
え
、
社
会
の
信
頼

を
確
立
す
る
た
め
よ
り
一
層
の

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
徹
底
を
図
っ

て
ほ
し
い

―
と
強
調
し
た
。

規
制
横
断
化
、07
年
7
月
施
行 

（
投
資
サ
ー
ビ
ス
法
） 

金
融
商
品
取
引
法

金
融
商
品
取
引
法 
金
融
商
品
取
引
法 

が
成
立

が
成
立 

が
成
立 

新
し
い
資
金
導
入
を
期
待

１５
の
法
律
で
同
時
施
行

す
べ
て
に
透
明
性
を

改正後 

金融商品 
（株式・債券・金融先物・ファンド等） 

【金融商品取引法】 

商品先物 
【商品取引所法】 

預金等 
【銀行法】 

保険 
【保険業法】 

●改正証券取引法（金融商品取引法）による規制の横断化 
現　状 

証券 
（株式・債券等） 
【証券取引法】 

 

金融先物 
【金融先物取引法】 

商品先物 
【商品取引所法】 
※石油、貴金属等の 
　先物取引 

預金等 
【銀行法】 

保険 
【保険業法】 

商品ファンド 
【商品ファンド法】 
※主として商品先物等に 
　投資するファンド 

投資家保護規制の横断化 

商品先物について、投資家保護規制を 
充実し、内容を横断化（預金、保険と同様） 

規制の横断化 

商品ファンドについて、販売業 
規制を金融商品取引法に移管 

先
物
協
会
の
準
会
員
に

日
本
投
資
顧
問
業
協
会

れ
、
商
品
フ
ァ
ン
ド
法
の
目
的

及
び
そ
の
主
旨
に
基
づ
き
、
投

資
家
保
護
の
た
め
の
自
主
規
制

ル
ー
ル
等
を
策
定
す
る
と
と
も

に
、
商
品
投
資
顧
問
業
の
健
全

な
発
展
を
目
指
し
て
い
る
任
意

団
体
。

今
年
３
月
現
在
で
、
許
可
業

者
11
社
全
社
が
会
員
と
し
て
加

盟
し
て
い
る
。

賑やかな懇親会

東
京
工
業
品
取
引
所
は
５
月

30
日
、
総
会
を
開
き
、
前
期
決

算
を
承
認
す
る
と
と
も
に
、
田

隆
道
専
務
理
事
の
退
任
と
平
井

敏
文
環
境
再
生
保
全
機
構
理
事

の
専
務
理
事
就
任
を
決
め
た
。

東
穀
取
会
員
懇
親
会

商
取
法
の
改
正
点

東
工
取
専
務
理
事
に
平
井
氏 

　
田
氏
が
退
任 


